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総務教育常任委員会会議録

平成２０年８月２９日

福 島 町 議 会



会議録の作成にあたっては、誤りのないよう留意

しておりますが、時間の関係上原稿校正は初校しか

できなく、誤字、脱字がありますことを深くお詫び

申し上げます。

まことに恐れ入りますが、ご了承のうえご判読い

ただきたくお願いいたします。

福島町議会議長 溝 部 幸 基
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平成２０年

総 務 教 育 常 任 委 員 会

平成２０年８月２９日（金曜日）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎調査事件

(1) 滞納税の収納対策について

◎案件

(1)意見書について

①２００９年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と

負担率１／２復元（国庫負担の増額）等教育予算の拡充を求める意見書の提出について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席委員（５名）

委 員 長 平 野 隆 雄 副 委 員 長 滝 川 明 子

委 員 佐 藤 卓 也 委 員 加 藤 雅 行

委 員 溝 部 幸 基

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎欠席委員（１名）

委 員 藤 山 大

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎出席説明員

町 長 村 田 駿 副 町 長 竹 下 泰 弘

財 務 課 長 花 田 春 夫 財務課税務グループ総括主査 澤 田 勝 男

財務課税務グループ主査 太 田 徳 浩 財務課税務グループ主事 中 村 昌 浩

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎職務のため出席した議会事務局職員

議会事務局長 石 堂 一 志 議会グループ総括主査 坂 口 稔

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（開会 午前１０時００分）

――――――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） おはようございます。

藤山議員が仕事の都合で欠席されております。

ただいまから、総務教育常任委員会を開会いた

します。

直ちに、本日の会議を開きます。

本日の調査事件は、皆様のお手元に配付のとお

りでございますので、ご了承願います。

案件の調査に入る前に、申し出により村田町長

のあいさつを行います。

村田町長。

○町長（村田駿） おはようございます。

委員の皆様には、早朝からの委員会のご出席、

誠にご苦労様でございます。

本日の調査事件でございます滞納税の収納対策

についてでございますが、ご案内のとおり町税に

おける収納率につきましては、現年度課税分のこ

こ数年の傾向では、国民健康保険税を含めて９５

パーセント台をキープしておりますが、滞納繰越

分では若干減少傾向にございます

私としましても、現状における厳しい財政状況

を考えますと、貴重な自主財源であります町税の

収納率アップは、緊急の課題であると認識いたし

ているところでもございます。

また、３月の議会では、滞納整理に関する一般

質問もあったところでもございます。もちろん担

当課では、日常での文書催告や再三にわたる訪問

徴収をはじめ、随時、電話催告や納税相談を行っ

てございます。

また、課内の職員が交代で時差出勤をしながら、

夜間に集中して訪問徴収を行っており、さらに悪

質と思われる滞納者には、勤務先の事業所への給

与照会や預貯金等の調査も随時行うなど、場合に

よっては滞納処分を執行するなどして、一定の成

果を出している現状でございます。

特に、平成１６年度に設立されました渡島・檜

山地方税滞納整理機構における事務委託によって、

これまで２,０２９万８,０００円ほどの効果をあ

げており、引き続き、委託を行いながら滞納額の

圧縮に努めてまいりたいと考えてございます。

あらためて申し上げるまでもなく、国内の経済

不況による公共事業等の縮小や、昨今の異常とも

言える燃油等の高騰、また、出稼者を多く抱える

当町の現状を考えますと、収納率の向上には大変

厳しいものがありますが、今後とも職員一丸とな

って対処してまいる所存でございます。

とりわけ、本年５月からは、一般質問のなかで

もご答弁申し上げましたとおり職員全員に徴税吏

員の発令をし、全職員体制のなかで対応している

現状でございます。私ども行政側としても随時、

いろいろな手法を加えながら収納率の向上に努め

てまいりますが、どうぞ委員の皆様におかれまし

ても、今後ともご協力、ご支援を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

さて、話は全く変わりますけれども、これまで

も議会の皆様方にはお話しさせていただいており

ます、青函トンネルに係る償却資産の関係でござ

いますが、昨年の９月に地方交付税に対する意見

として、償却資産の課税標準の特例による減少分

を基準財政収入額から控除されたい旨の意見書を

知内町、木古内町と連盟で提出しておりますが、

このたび、総務省から回答があり、地方税法の規

定による非課税措置の減少額については、一律基

準財政収入額には算定しないこととしているとの

理由により、採用しないこととしたとの回答がご

ざいましたので、あらためてご報告申し上げます。

この件については、今後ともあらゆる場面を活

用しながら、関係機関等に根気よく要請してまい

る所存でございますので、今後ともあらためて、

ご支援、ご理解をいただければと思ってございま

す。

本日の調査内容については、のちほど担当者か

ら詳しく資料に基づき説明させますので、ご審議

方よろしくお願い申し上げまして、あいさつに代

えさせていただきます。どうぞひとつよろしくお

願いいたします。

○委員長（平野隆雄） 村田町長のあいさつが終

わりました。

これより調査事件１に入りますが、あらかじめ
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調査内容について、ご説明いたします。

当町の財政は、長引く景気の低迷により町税収

入の落ち込みや国の三位一体改革の影響による地

方交付税の削減などにより、依然として極めて厳

しい状況にあります。

このような中で、貴重な自主財源である町税の

落ち込みもさることながら、滞納税の収納対策が

大きな課題となっております。

本日は、近年の町税の収納状況、滞納の状況、

さらにその収納対策などの資料が税目別に示され

ておりますので、調査し、所管管事務の一端にい

たしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、調査の方法について説明をいたします。

まず、最初に、説明員から資料の説明をいただ

き、その後、現状の把握を主体とした質疑を行い

ます。

次に、説明員は退席をいただき、調査事件の問

題点やその対応策などを委員間で意見交換（討議）

をしていただきます。

その後、最終的な委員会意見のまとめをし、議

長に提出することとなります。

以上、調査の方法を説明しましたが、これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」という声あり）

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、その

ように進めてまいります。

それでは、調査事件１、滞納税の収納対策につ

いてを議題といたします。

内容の説明を求めます。

花田財務課長。

○財務課長（花田春夫） おはようございます。

それでは、資料に基づき補足を加えながら説明

をさせていただきたいと思います。

１ページをお願いします。

調査事件１、滞納税の収納対策について。

１．収納状況についてでございます。

さきほど町長からも概略の状況については、説

明があり、重複する部分がありますけれども、ご

了承いただきたいと思います。

下の欄に、１７年度から１９年度までの３年間

の収納状況を表にしています。この表からします

と、各年度における現年課税分の収納率について

は９５パーセント台。計の欄を見ていただきたい

と思いますが、１７年度では９５.１１パーセント、

滞納分では１３.５４パーセント。１８年度におき

ましては、現年度分が９５.４６パーセント、滞納

分が１２.６８パーセントでございます。さらに１

９年度におきましては、現年度分が９５.０２パー

セント、滞納分がちょっと落ちていますけれども、

９.４６パーセントになってございます。

減少の理由としましては、景気の動向など、い

くつかの原因がございますけれども、特に滞納分

について増加させない手法といいますか、現年度

分に趣きを置いて徴収をしているというのが大き

く滞納分が落ちている部分と分析してございます。

表については、のちほどご参照していただきたい

と思います。

次に、２．滞納状況でございます。

これも過去３年間、１７年度から１９年度まで

の税目別の滞納金額、累計額を表にしてございま

す。これは、またのちほど説明させていただきた

いと思います。

税目別の滞納累計額では、個人町民税で２,７３

６万８,０００円、法人町民税で１２７万９,００

０円、固定資産税で５,６２１万７,０００円、軽

自動車税で３６万７,０００円ということで、いわ

ゆる普通税と言われます一般会計分では、合計で

８,４０１万１,０００円という状況でございます。

さらに、国民健康保険税についても、８,４０１

万１,０００円が現在のところ未収となっており

ますので、これを加えますと、総額で１億６,９５

１万３,０００円が現在の決算における滞納額で

ございます。

滞納の原因としましては、それぞれ滞納者個々

に様々ありますが、大きな要因としましては、全

国的な景気の低迷や昨今のイカ漁などの漁業不振、

さらには公共事業の縮減などにより、賃金の低下

や雇用の場が減少されている傾向にございます。

出稼ぎ者を多く抱えている当町におきましては、
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それが顕著に表れているのかなと捉えています。

とりわけ、昨年来からの異常とも言える燃油の

高騰によって、あらゆる分野の業種に大きな影響

を与えているのも、この厳しくしている原因かな

と捉えてございます。

なお、日常における納税相談等から分析した滞

納要因についても次表に示しておりますので、説

明させていただきます。

まず、２ページをお願いします。

上段の表については、滞納繰越の状況でござい

ます。これは、延人数、円単位で表しています。

１７年度から１９年度まで、とりわけ１９年度

の分について、ご説明いたします。それぞれ決算

時期が違いますので、１９年度の分については、

１８年度以前までの滞納分、さらには１９年度現

年分の滞納状況ということで表示しておりますの

で、ご参照いただきたいと思います。

町民税の未収額で２,７６３万８,６５８円、延

人数でいいますと４１４人が滞納しているという

状況にあります。それと、同じく法人の部分です

けれども、１７人で１２７万９,０００円が滞納と

なっております。

次の固定資産税におきましては、５１４人で５,

６２１万７,４６５円、軽自動車は６１人で３６万

７,４００円、それと国民健康保険税については、

額も人数も大きいのですが、５７２人で８,４０１

万１,３０９円、合計しますと延人数で１,５７８

人、総額で１億６,９５１万３,８３２円が決算時

期における滞納の状況でございます。

次に、滞納事由別分類表でございます。

５月３１日現在の状況でございまして、実件数

になっています。なお、金額で上の表と違う部分

は、ご存じのように滞納分につきましては３月決

算、現年度分につきましては５月決算ということ

から、その辺は差が出てくることもあろうかと思

いますがご了承いただきたいと思います。

事由として、１の生活困窮から１０のその他の

分類ということで掲げてございます。昨今の景気

の状況、社会的な要因といいますか、全国的にそ

うなのでしょうけれども、支払うという部分の意

識の欠落が多く見られる。それと、いわゆるサラ

金だとかローンの部分の対応が大きく税の収入に

も影響しているというのが分析から読み取れると

思います。

なお、１０のその他ですが、どういったことか

といいますと、ほとんどの方が納めていただいて

いるのですが、年度途中で遡及して課税される方

もございます。それと、場合によってはこちらの

ほうで掌握しないうちに転出してしまっていると

いうことでの件数もこの中に入っていいます。そ

の部分については、ほとんど連絡が取れまして、

１０のその他の部分については、納入率が高い状

況になってございます。

次に、３の収納対策でございます。

同じようなことが書いてありますけれども、現

在の町の厳しい財政状況を考えますと、収納対策

は町長のあいさつにもありましたとおり、緊急の

課題と捉えてあります。また、真面目に納めてい

る方の公平性からも収納対策の強化は不可欠と考

えてございます。今後さらにいろいろな手法を加

えながら、滞納額の圧縮に努めてまいります。

特に、本年度からは外部の施設職員を含めて、

全職員に徴税吏員の発令をし、各課を６グループ

に分け、それぞれ課長が責任を持って、輪番で体

制を組みながら徴収に歩くということで進めてい

ます。今年は、５月から決算時期に訪問しました

し、８月１９日から今月いっぱい強化月間という

ことで、土日を含めてそれぞれが対応していると

いうことです。如何せん、金額については大きく

期待するほどの額はあがっておりませんけれども、

面談することによって、あとから電話等の内容を

見ますと効果が浸透し、上がっていくのかなと思

っています。

次の３ページ、（１）口座振替の加入促進につい

てでございます。

対策の１つとして、税は自主納税が基本でござ

いますけれども、納めやすいような形をつくるこ

とも我々の使命と思っております。

利便性の向上や納付内納付の確保、自主納付の

推進を図るため口座振替の加入促進を図っており
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ます。とりわけ、本年度につきましては、新しい

試みといいますか、各税ごとに納付書を発布する

ときに口座振替の依頼書を同封しまして、加入の

促進を図って、一定程度の効果が上がっていると

分析してございます。

口座振替の件数ですが、１７年度以前は１,０６

２件、１７年度１１８件、１８年度１０１件、１

９年度８７件、今年の試みとして１０４件、年々

口座振替の方が増えています。合計で、７月３１

日現在ですが、１,４７２名の方が口座振替を利用

して納付をしてございます。

次に、（２）訪問徴収についてでございます。

これも随時行っていますが、毎月５日の間隔で

強化し、うちの職員が交替で夜間に訪問徴収して

おります。場合によっては、税以外の住宅料だと

か介護保険料など、そちらの職員と集中して訪問

徴収してございます。

次の表に、収納別の内訳を書いてございます。

自主納付されている年度ごとのパーセンテージ、

金額を表示してございますので、参考にしていた

だきたいと思います。とりわけ、口座振替につい

ては、１９年度でいきますと低いのですが全体の

２１パーセント弱の方が口座振替ということです

から、まだまだ積極的に展開していく必要がある

と考えています。これについては、広報や税務広

報等で口座振替を推奨していきたいと思っていま

す。

次の訪問徴収の部分では、端数も付いています

が、１９年度分は総額で１,２７０万１,０００円

が効果として、１.４パーセントとして低い割合で

すけれども、これも集中して悪質滞納者といいま

すか、予備軍といいますか、そういった方を集中

して訪問徴収しております。

以下、特別徴収、整理機構の金額を明示してお

りますので、のちほどご参照していただきたいと

思います。

次に、４ページ（３）町税等収納対策推進本部

による徴収についてでございます。

全職員体制の中でやっていこうと、町長の主旨

とすれば職員全員が今の財政状況を認識しながら、

滞納税がこのくらいあるという思いを強くしても

らうという意味からも効果としてあるのかなと考

えてございます。これも引き続き、日常の業務も

しながら、さらに夜の徴収もありますけれども、

その辺は職員の協力をいただきながら推進してい

ただきたいと考えてございます。

これまでは、５月と１２月に集中しておりまし

たけれども、今年はお盆の時期もということで、

さきほど申し上げましたように、１９日から今日

まで土日を挟んでおりますが、土日も３名ないし

４名体制で６グループに分けてやってございます。

それで、３年間の徴収実績を表にしてございます

けれども、１９年度で３５世帯５１人、金額も書

いてございます。

とりわけ、今年８月については１００世帯位に

増やしまして、いわゆる滞納予備軍と言われる

方々を集中して訪問徴収してございます。悪質と

思われる方については、それぞれ個々に事由がご

ざいますので、私ども税務グループで対応します。

予備軍をこういう形でやっていただくと、私ども

もそちらのほうに力が入るということで、そうい

った効果も出てきますので、今後も引き続きやっ

ていきたいと思っています。

それから、（４）納税相談、納税誓約書の徴取に

ついてでございます。

自主納税が基本でございますけれども、場合に

よっては納税誓約をしていただいて、履行しても

らう。現在４６人の方と誓約しています。なかに

は大変生ぬるいというふうにお叱りを受けるかも

しれませんけれども、制約のなかでは２年ないし

３年かかるといったパターンの事例もございます。

そういった事情も入れないと、一度誓約して履行

できないと、傾向として次に結び付かない。納税

者と相談して、無理のないというと語弊がありま

すが、そういった形で誓約させ、納税に努めてい

るといったことですので、その辺はご理解いただ

きたいと思います。

それと、ここには書いておりませんけれども、

１９年度の税源移譲で町道民税が相当、納税負担

税といいますか、税とすると所得税と町民税をあ
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わせるとゼロに近いものがあるのですが、町民税

のほうが増えたということで、昨年度から分納を

希望される方が多くございます。今年も納付書を

発送するときに、分納もどうですかということで、

ご相談くださいと文書を入れてやったところ、現

在１１６名の方が分納しています。その分納額を

合計しますと、２,３７０万円ほどになります。

これについては、１００パーセント納入してい

るという状況にはございませんが、落ちこぼれが

どうしてもありますので、それについては督促し

ながら納税するように進めています。

それと同じく書いておりませんけれども、手法

として漁業組合の水揚げ天引きからも納税者と相

談しながら、当然漁組の理解を得た中でやってお

りまして、これも１６件の方で約７００万円が水

揚げから天引きを履行していただいています。昆

布漁の方が多いわけです。盛漁期が終わってから

天引きしているということです。

次に、（５）所得税還付金の差し押さえと滞納処

分についてでございます。

特に、所得税の申告を受け付けた時点で即差し

押さえをするという行為をしています。本人の有

無を言わさず、私どもで差し押さえしています。

これは税務署との連携が必要ですけれども、従来

から実施しています。

これは、１９年度で１３８人の方を差し押さえ

しています。金額は、５６３万８,６１５円で４６

５万２９７円を税に充当しています。私どもとす

れば簡略にできる手法の１つということで、今後

もやっていきたいと思っています。横には、税の

充当内訳が書いてありますので、のちほどご参照

願いたいと思います。

次に、（６）渡島・檜山地方税滞納整理機構への

徴収委託についてでございます。

最初は、渡島だけでしたけれども昨年から檜山

も入っています。独立した団体をつくって、それ

に委託をし、徴収しています。納税意識の希薄な

滞納者、納税相談に応じない等の悪質滞納者につ

いては、催告書を段階的に送付してから、通知文

書に応じない場合に委託しております。いろいろ

納税相談等を再三行い、どうしても応じない１２

件に絞って送り込んでいます。これまでも２,０２

９万８,４３４円という成果が出ています。

ただ一方では、委託の負担金も伴います。横に

累計で９４１万３５円が現在まで収納委託した部

分でかかっている経費でございます。単純に比較

しますと、１,１００万円弱という効果といいます

か、そういう形になろうかと思います。２０年度

についても１２件、３,０３３万９,０００円を委

託しています。昨日も滞納整理機構から連絡があ

りまして、大きい金額で１８０万円ほど押さえた

ということで連絡をいただいています。今年の負

担金が１６０万４,０００円ですので、現在のとこ

ろ、その部分をあわせると２２０万円位が今年の

分として納入されていますので、何とか負担金は

上回るということは考えています。相乗効果とい

う議論はあるかと思いますが、今後も続けていき

たいと思ってございます。

次に、（７）その他の対策ということで書かせて

いただきました。

①給与・預金・財産調査について。

これは、当然、滞納処分を前提とした調査でご

ざいます。１９年度の実績で、５４事業所に照会

をしました。これが差し押さえをする効果として

いちばんあると思います。ということは、事業所

から本人に必ず言われるらしいのです。それで、

本人も事業所に使われているわけですから、その

辺に気まずさがあって、納税に来ていただけると

いう効果があります。

なかには、先日もこういった例がありまして、

事業所が責任を持って本人から天引きをして納め

ていただくといった事業所もございます。事業所

によっては、若干差はありますけれども、そうい

った事業所もあるということからすると、今後も

積極的にそういった方々はしていかならないと思

ってございます。

それと、預貯金も２５件ほどしています。その

なかの事例見ますと、やはり滞納者はほとんど預

金がないのです。端数位しかありません。預貯金

はちょっと無理という思いはしてございます。
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それで、後段に書いてございますけれども、生

命保険を今後は積極的にやっていきたい。さきほ

ど滞納整理機構のお話しもしましたけれども、や

はり金額がいちばんあがるのが生命保険のようで

す。うちのほうでも準備はしており、滞納者の生

命保険の調査もしておりますが、積極的に手がけ

ていかなければ滞納税の圧縮にはならないと思っ

ています。

それから、②短期被保険者証及び被保険者資格

証明書の交付について。短期被保険者証の交付は

３２世帯、被保険者資格証明書の交付は７世帯と

なっています。これには、いろいろご意見もある

かと承知しておりますけれども、ここまでいくに

は、さきほどから申し上げているとおり納税相談

等をしてございます。それでも、なおかつ応じな

い方、健康を守るという意味から、その辺はどう

だろうという議論もあるかと思いますが、そうい

う形でやらせていただいています。

先日も札幌市が新聞に出ていましたけれども、

交付しているなかの１５パーセントは資格証明な

り、短期証明を出している。どこの町村もそうい

った事例が段々多くなってきていることはあると

捉えています。なるべくは出したくないというの

が私どもの思いですけれども、止むを得ない措置

ということで今現在しているということでご理解

願いたいと思います。

③電話催告と催告書の発行については、頻繁に

行っております。１年貯めておくとポストがいっ

ぱいになると思う位しつこく行っております。納

期を過ぎで、２０日過ぎると督促状を１回発送し

ます。督促状を発送しないと滞納処分は始まらな

いということになります。そのほかに年６回、１

９年度はいろいろ文書を変えながら、手法を変え

ながら、紙の色を変えながら催告しています。こ

れからもそのようにやっていこうと思っておりま

す。

それから、④納付啓発について。防災無線を聞

いた方もいるかと思いますが、以前やっていてう

るさいということもあって、一時中断していた時

期もあったのですが、うるさくても仕方がないと

言えば変ですが、しつこくやらなければ納税意識

の高揚にならないと思いますので、７月から毎月

１回納税の納期のお知らせと納入について、お知

らせしています。これも今後とも続けていきたい。

さらに町広報は毎月納期の表示、あるいは口座

振替の奨励を出していますし、去年はたまたま税

源移譲等があり回数が多かったのですけれども、

年４回から５回は税務広報等で納付啓発を行って

います。

その他として、今後考えられるのは、⑤インタ

ーネット公売を研究してございます。とりわけ、

滞納整理機構でも今年から立ち上げまして、その

辺は一般質問のなかで町長から説明をしておりま

すが、滞納整理機構の状況を見ながら私どもも積

極的に関わっていきたいということで研究し、で

きれば早い時期に導入したいと思ってございます。

その他として、考えられるのはクレジット納

付・コンビニ収納というものもございますけれど

も、例えばコンビニ収納ですと初期導入で３,００

０万円ほどお金がかかり、次年度以降も運営費が

かかると聞いておりますので、その辺は今後の検

討課題として研究させていただければなと思いま

す。

それから、最後に書いてありますスタンプ券で

の収納があります。これもスタンプ組合から正式

ではありませんけれども、内々に取り組んではど

うだというお話しもありました。道内でいろいろ

やっているところもあります。資料も集めていま

したけれども、スタンプの場合は、即窓口でスタ

ンプを持ってきて現金化できるという話しではな

いです。道北のほうの状況を見ると１年間かけて

８件位あったという話を聞いています。

効果としましては、手間が多くかかって効果と

してはないという思いはありますけれども、いず

れにしましても納付のチャンネルだけは多く持っ

たほうがいいと思います。費用対効果の部分を考

えて、それについても今後検討できればと思って

いますので、ご理解いただきたいと思います。

以上、簡単ですがご説明を終わります。よろし

くご審議のほどよろしくお願いいたします。
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○委員長（平野隆雄） 内容の説明が終わりまし

たので、質疑を行います。

佐藤委員。

○委員（佐藤卓也） ３ページ、４ページで役場

職員の方が訪問徴収をしているということで、大

変ご苦労と思っています。ただ、私が最近思うの

はあまりにも職員がかわいそうで、ここまでやる

必要があるのかなと思っています。それと、滞納

者も現金で払わないとならないので、そういった

催促をされると滞納者のほうも厳しいと思います。

それで、私が思うのは、何度も何度も行くので

はなくて、国税徴収法の１４２条にありましたよ

うに捜索一発で行って、家のなかに立ち入って現

物を持ってきたほうがいいのではないかと思いま

す。現物であれば現金ではないので、滞納者もそ

んなに負担がかからないと思います。

そういった捜索、差し押さえ、インターネット

公売といった流れでもあります。先日見たフロン

ティアの６６号にも、そういった成功例とか、釧

路のほうでやっている事例もありましたので、捜

索をやられているのかどうか、その辺をお聞きし

たいと思います。それとまた、捜索をやられるの

かどうか、聞きたいと思います。

それと、２ページに固定資産税があります。以

前から気になっていたのですが、ニュータウンの

滞納の部分、確か年間１４０万円ほどあると思う

のですが、トータルで６００万円強あり、今塩漬

け状態になっているのですが、今後役場としてど

のようにするつもりなのか。ただ黙っていてもプ

ラスにはならないと思うのですが、もし町が安く

購入できるのであれば、そういった対策をしたほ

うがいいのではないかと思っています。そういっ

た検討を考えていただきたいのですが、その辺も

お聞きしたいと思います。

最後に５ページですが、滞納整理機構に委託負

担金が９４０万円もかかっています。これも自分

達でやれば、９４０万円かからないわけです。さ

きほども言ったとおり、差し押さえとか、捜索と

か、インターネット公売を利用してこの９４０万

円を削減できるのではと思っていますが、ご答弁

をお願いいたします。

○委員長（平野隆雄） 花田財務課長。

○財務課長（花田春夫） まず、１点目の滞納処

分の話ですけれども、現物を押さえてくれば簡単

にできるのかなと、確かにそのとおりですが、捜

索するにはやはり私どもだけでは不十分かなと思

います。ということは、当然、家の中を強制で捜

索するわけですから、そういう手法もありますけ

し、実際にやっている町村もございますけれども、

別な機関にお願いして一緒に同行してやるといっ

た手法を取っているみたいです。

それと、徴税吏員に課されていますので、でき

ないことはないのですが、やはり目利きの部分も

あります。やらないほうで答弁するように聞こえ

ると困るのですが、１つ例を挙げるとテレビとか

タンスだとかもあるのでしょうけれども、まだ償

還も終わっていない部分があります。それを調べ

なければならないので、その辺の時間と手間とい

いますか、それはちょっと大変かなと思っていま

す。それも手法の１つとしてあることは認識し、

今後展開できるのであれば検討していきたいと思

います。

ただ、それよりも私どものほうでは、さきほど

からいろいろな対策のなかで申し上げましたけれ

ども、口座振替だとか納税相談だとか、訪問する

ことや面談することでいろいろなものが出てきま

すので、そういう機会を多くしながら納税に努め

ていきたいと思っております。今後、検討してい

くというようなお答えしかできないと思います。

それと、佐藤さんがお出でになって固定資産の

ニュータウンのお話しさせていただきました。現

実として、静観するしかないような状況にありま

す。現在は、東京の会社で所有権を持っています。

筆数では１２９筆あります。箱物はポンプ室が１

棟あります。それだけのものを抱えて、実質的に

倒産もして、それに支援した銀行も倒産し、株式

会社整理回収機構に押さえられています。これが、

抵当の部分ですが、その他に本州でもいろいろな

事業を展開して融資を受けて、二抵当も１番から

３番まで付いています。それも回収できないで、
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今のところはお聞きになっているかと思いますが、

ニッシン債権回収機構で二抵当権も押さえられて

います。これまでも競売を６回かけており、いず

れも不落札です。平成９年７月に最終的に８,２０

０万円ほどで価格を設定し、競売をかけたら不落

札です。それ以降、競売はありません。滞納整理

機構でもそうですし、そういう状況なものですか

ら、本当に指をくわえて見ているだけしかないの

かなと、担当者からすると地団駄を踏む思いでい

ますけれども、そういう状況にあるということで

ご理解いただきたいと思います。それで、買う、

買わないかの話については、のちほど町長からそ

の辺のお話しをさせていただければと思います。

それから、滞納整理機構の話もありましたが、

確かに２,０００万円の効果をあげるのに、９００

万円、約半分かかっているのではないかというこ

とですが、かかっている経費を職員がやればいら

ない金額を支出することがないということですが、

その辺の思いはあろうかと思いますが、それなり

に納税相談や徴収をしている際に、最後の手段と

して滞納整理機構の話をすると、それで解決する

事例もあります。短絡的に９００万円かかったか

ら、半分だからというのではなくて、それなりに

送る際には５０件ほど名簿を作成し、催促をして、

最終的には滞納整理機構にいきますよということ

で納税相談するとそこで対応してもらえる効果も

あります。２,０００万円という金額が表にしか出

ていませんけれども、中にはそういった効果もあ

るということだけは、ご理解いただきたいと思い

ます。

それと、機構には、１２件といった件数しかあ

りませんけれども、絞ったなかで今後ともやって

いきたいと担当課としたらそういう思いでおりま

す。私どもでは、なかなか調査だとか、押さえる

部分だとか、できないといいますか、そういった

事例をお願いしているわけです。まったくできな

いという話ではないのですが、向こうにやったほ

うが早く解決できるのかなといったことでの処理

の仕方をしています。ちょっと答えになったかど

うかわかりませんけれども、今後とも続けていき

たいということだけは申し上げたいと思います。

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午前１０時５４分）

（再開 午前１１時１０分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

佐藤委員。

○委員（佐藤卓也） 目利きのことなのですけれ

ども、すべて差し押さえしたあとに返却すれば解

決すると思いますので、特に心配する必要はない

と思います。実施している市町村は、どんどん差

し押さえて、あとで返していると聞いています。

それで、ニュータウンのほうですが、さきほど

課長から抵当権は整理回収機構とありましたが、

登記を調べましたら、差し押さえは平成１０年に

東京都でやっております。今後、検討するのであ

れば整理回収機構もありますし、そちらのほうと

東京都と相談するのがいいと思います。

それと、こういった物件に強い人にどうしたら

町で取得できるのかと聞いてみたのですが、任意

売却ができないのであれば、再度、整理回収機構

の担当者と競売をかけてもらうか、競売で落札者

がいれば全部の担保権は飛ばしてもらえると聞い

ています。よく聞く抵当権がいっぱいあるとか、

根抵当権がついているとか、そういう心配はなく

なるのではないかと思います。抵当権とか差し押

さえが抹消してしまえば町に移転できますので、

町で買い取ることが可能になります。

ただし、町が買い取るといっても、何を使うか

という目的もなければいけませんので、それも同

時進行という形で考えるべきではないかと思いま

す。今の段階では、土地を取得するのはいいチャ

ンスだと思うのです。なぜかというと、今、山の

手ニュータウンに計画が全くないわけです。足元

を見られる必要もありませんので、価格は安く手

に入る可能性は十分あると思いますので、特別売

却で購入する方法を考えていただきたいと思いま

す。
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○委員長（平野隆雄） 村田町長。

○町長（村田駿） 滞納の差し押さえの関係で佐

藤委員さんからありましたけれども、決して私ど

もも差し押さえする前に町の人方と話をして、ど

ういう手立てをしたなかで納税の方向へもってい

けるのか、それをやっているのが正直なところで

ございます。

そして、最初のご質問でもありましたとおり、

滞納整理機構にいくのは、町としての対応の難し

い案件等について今まで持って行っていたわけで

す。ですから、そういうなかで設立した当時はか

なりの効果が出ました。渡島のそういう状況を見

て、昨年から檜山が入ってきましたし、全道的に

も滞納整理機構ができました。

それと、９４０万円の４年間の負担があるとい

うことでもありましたけれども、町の職員を２年

間派遣してございました。その人件費が大体１,

６００万円くらいになるのではないかと思ってご

ざいます。ですから、確かに福島町の負担は９０

０万円を超えておりますけれども、町の人件費を

滞納整理機構で見てもらっていることによって、

６００万円、７００万円くらいの実質的に福島町

においては財政的には大きな恩恵があったのでは

ないかと思ってございます。

いずれにしても、滞納整理機構も各地域ごとに

持ち回りで職員を派遣している関係上、なかなか

福島町だけの職員の配置ということは非常に難し

いのですが、今後ともやはり機構がスムーズにい

くなかで私どもは、そういう対応はしていかなけ

ればいけないし、ときには総体的に町の負担と人

件費、そしてまた、総体的に委託した税の回収等

との兼ね合いを考えながら対応していかなければ

ならないと思っております。

ですから、滞納整理機構で実際やっているのは、

差し押さえもやっておりますし、ときにはかなり

厳しい役場以上の取り立てもやっておりますので、

できればまた、なんらかの機会で滞納整理機構の

現在の対応等について話を聞いていただければ、

内容等については非常にわかるのではないかと思

ってございます。

また、さきほど花田課長からありましたとおり、

役場でも出稼ぎ先の会社に給与の問い合わせ等を

するときにおいては、滞納している本人がいちば

ん悪いのですが、出稼ぎ者が当初は職場で気まず

い思いもしたというようなことも聞いてございま

すが、そういうことをクリアしながら勤務をして

いただき、税は分納でも計画的に支払いしていた

だきたいというのが私どもの対応でございます。

また、国保税の関係についても、資格証明書だ

とか議会でも何度もこの問題についてはご質問を

受けているわけでございますけれども、町民の

方々を苦しめるのではなく、滞納して納税の可能

な方については、そういう規制を加えながら納税

をしてもらいたいというのが私どもの現在の考え

方でございますので、そのことについてはひとつ

ご理解をしていただければと思ってございます。

また、職員の負担が非常に多いのではないかと

いうお話もございました。これはやはり、町の職

員として税の滞納が増えたり、税収状況が悪けれ

ば、私を先頭にして役場として、議会の皆さん、

あるいは町民の皆さん方から批判を受けるわけで

ございまして、私どもは税務課の職員だけではな

くして、全職員が何とか税務課の職員の軽減を図

るためにも、また、全職員が町の財政ということ

に対する意識をもって、みんなで対応していただ

きたいというのが５月以降の全職員で対応してい

るということです。

議会のなかでは、職員にプレッシャーではない

かとかそういうご質問があったことも確かです。

プレッシャーを感じている職員もいるかもしれま

せんけれども、福島町役場として滞納額を圧縮し

ていかなければなりませんし、また、多くの町の

皆様方に全職員で徴収に努めているのだという理

解もしてもらわなければならないということでや

っておりますので、そのことについてはご理解を

していただきたいと思っています。

それと、これから様々検討はさせてもらいます

けれども、なかなか税というのは私自身行政の立

場にあって、現時点の福島町でそれが可能かとな

ると、私はその辺の取り扱いについては難しさが
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あると思います。

ただ、その前に町の滞納者の方々といかに話を

して、分納であろうと、どんな形であろうと税を

納めなければならないのだという意識改革をして

いくほうが大事ではないかと考えているわけです。

この資料の２ページにもありますとおり、生活困

窮から家計浪費、意識不足、事業不振、漁業不振、

借財返済などいろいろな１０項目に分けたなかで

資料として出させていただいております。私ども

は、家計浪費、意識不足、こういう方々について

は、ときには強い態度でやっていかなければなら

ないし、また、事業不振だとかそういう方につい

ては、分納だとか検討していかなければならない

と思っています。

特にまた、生活困窮者等については、腹を割っ

て話しをしなければできないなかで、生保の申請

をしなければならない人であれば、そういうよう

な相談もしていかなければなりません。決して物

を荒立てるのではなく、そういう対応のなかで町

の人が相談できるような体制をつくりたいと思っ

ております。そのためには、さきほど言いました

とおり、保険証の制約をしたり、限定して保険証

を交付したりするわけです。

ですから、そういうなかでそれから一歩進んで

そういうことのないようにするためにはどうすれ

ばいいのか、それを納税者が具体的に町と相談し

ていかなければならないと思います。私は、町自

身は町の人のそういうようなことに対応するのが

行政だと思っておりますので、佐藤委員が言われ

るように、捜索の前にまだまだ町としても今言っ

た諸々のことをやっていかなければならないとい

うことで、庁舎内で担当し、全職員で徴収に努め

ているのが現状です。

それから、高台の土地の関係については、長期

信用金庫は破綻しましたけれども、そこで最終的

には、平成９年くらいに当時で５、６千万円くら

いの値段で町にきたことがございます。ただ、そ

の当時、町としては、その土地の必要性がないと

いうことで残念ながら取得しませんでした。当時、

役場のなかでは、その土地を取得して漁業後継者

なりいろいろな人方に土地を１００坪ずつくれて

も固定資産税があがるのだから、将来的には相殺

できるのではないかという声もありましたけれど

も、それが残念ながらそういう方向でいかないで、

今委員言われているとおり、所有者があって所有

者がないような実情でございます。

さきほどの委員からのご提案、あるいはまた、

私はご進言という受け止め方をしておりますけれ

ども、今一度毎年、百数十万円ずつの固定資産税

が賦課はするけれども、それが積み重なっていく

状況にありますので、なんらかの解決方法につい

ては模索して、委員のさきほどの提案等について

も十分検討していかなければならないし、そうい

うような対応していきたいと考えておりますので

よろしくお願い申し上げます。

○委員長（平野隆雄） 佐藤委員。

○委員（佐藤卓也） 職員の負担が多くて大変と

思うのですが、しっかり話しをしてとか、強い態

度で臨むといっても、この１億６,０００万円とい

うのは大きい金額なのです。これから一生懸命話

をして、１億６,０００万円が半分になる自信があ

るのであればこのまま続けていただきたいと思い

ます。もし自身がないのであれば、捜索とか差し

押さえ、インターネット購買も検討すべきではな

いと思います。そうしたほうが、職員も負担は少

なくなりますし、滞納者も物で収めたほうが楽だ

と思うのです。資料の２ページに、意識不足が８

２件とありますので、こういった方々や家計の浪

費の方は結構物をたくさんもっています。１万円

でも２万円でも回収したほうがいいのではないか

と思います。ぜひ検討していただければと思いま

す。

それと、勉強もしなければいけないと思います。

ほとんどの町村が捜索、差し押さえというのを経

験していませんが、ほとんどの町がやって成功し

ています。ですから、福島町もそれにならって勉

強していただければと思います。

○委員長（平野隆雄） 村田町長。

○町長（村田駿） それに近いことをやっていた

だいているというのが今の滞納機構の実情でござ
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いますので、さきほど申し上げましたとおり、渡

島檜山地方で滞納整理機構についても、ぜひ機会

がありましたら状況等について把握していただき

たいと思います。

それと、町の職員を２年間そちらのほうに出向

して、差し押さえなりいろいろなことをやってお

りますから、町としての難しい事案等についての

滞納整理機構について入っているということが１

つあります。今ご質問のなかにありましたとおり、

意識不足の人が確かに多いです。そういうなかで

また、委員言われるように物品なり、そういうよ

うなことでときには私どもも相談にのれるか、こ

れからは十分検討していきたいと思っております。

ただ、いずれにしても、道内確かに何町かは捜

索ということであるかもしれませんけれども、そ

の難しさが出て道内各地域に滞納整理機構という

のが組織されているという実情もご理解していた

だければと思います。答弁になっているかどうか

わかりませんけれども、私のご答弁に代えさせて

いただきます。

○委員長（平野隆雄） 滝川委員、

○委員（滝川明子） 町の自主財源をどうするか

という重要なお仕事でありながら、苦労もあり、

精神的にも相当プレッシャーの受ける仕事をして

いらっしゃる税務課の方たちに敬意を表したいと

思います。私は、口座振替していないので、振替

えの世帯率をどう上げるかということのなかで、

すぐにでも口座振替しようと考えました。申し訳

ありませんでした。

それで、滞納者の家に一生懸命納税相談をして

いらっしゃるということが滞納事由別分類表に表

れていると思うのです。本当に細かく相談活動を

しておりませんと、こういった事由の数値金額ま

で出てこないだろうと思うところです。

それで、私は町道民税の場合、生活困窮が１に

くるのかなというくらいに極端に考えていたので

すが、意識不足が１位で家計浪費が２位です。ト

ータルしても事業不振が１位ですけれども、次に

借財返済や意識不足、浪費となっていることに思

いを深めたところなのです。

納税組合の補助金の議論をいたしましたときに、

納税意識が相当浸透しただろうということで補助

金が今はないという状況になりました。でも、果

たしてそれでよかったのかなという思いがいたし

ました。例えば、トータル的に直接ではないけれ

ども、給食費などは管内でも目立つくらい給付率

がいいですよね。これは、母の会、ＰＴＡで集め

ていて、みんなで納めましょうという良い意味で

の社会的な強制力が働いてのことだと私は思って

おりましたので、そういったことを含めながら意

識不足ということを解消しなければいけないだろ

うと思うのですがいかがでしょうか。

それから、家計浪費、借財返済は悪質滞納者の

なかに入ると思いますけれども、前にもお話させ

ていただいたように、法律的な相談は限界があろ

うかと思うのです。役場の方が行って相談にのる

にしても法律家、弁護士、法律事務所などの力や

能力を大いに活かさなければ解決できないだろう

と思うのです。

例えば、自己破産をいたしましても、税金につ

いては踏み倒すということにはならないものです

から、積極的に法律家との連携や体制などもとっ

て借財返済についての力になって、この問題を解

決する方向はいかがかと思うのです。ご存知かと

思いますけれども、法テラスの活動などが今大変

新聞などでも紹介されて謙虚になっておりますか

ら、ここの近くでしたら江差や函館にもできたと

いうことがあります。

それと、函館弁護士会が借財返済については、

最近とくにグレーゾーンの解決方向というのが借

金に苦しむ人たちを助ける方向を示しております

ので、他の自治体でも法律相談日というのを決め

て、ここでも行政相談とかをしていると思うので

すが、きちんと弁護士さんを呼んで法律的な相談

をするということをしているところもあるのです。

私の知っているところでは、旧上磯町、今北斗市

はどうなっているのかわかりませんが、ぜひそう

いったことを具体的にやる必要があるのではない

かと思うのですがいかがでしょうか。

そして、相談をしながら大変ご苦労なさってい
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らっしゃる成果も見せていただいていると思って

おりますが、滞納のなかでも国保税は抜きん出て

多額ですし、人も多いです。どこの世帯でも最初

から滞納しているのもなかにはあるかもしれませ

んが、やはり家計のうえでピンチの機会というの

があるのです。

例えば、政府管掌の保険から国民健康保険に移

る時点で、大抵仕事を辞めたとか失業したとか事

業所を辞めたときにおきるケースだと思うのです

が、国保税の課税対象というのは過年度、１年前

の納税対象課税額を計算しますと積算対象になる

と思うのですが、そういう意味で仕事がなくなっ

て、あるいは病気になった途端、極端に収入が減

ったケースの相談も応じていらっしゃると思いま

す。それが、どのくらいできているのかというこ

となども知りたいと思います。

特に、病気で働けなくなって仕事を辞めて国民

健康保険に移ったという人たちの経済的な状況と

いうのは、まさしく医療費も含めて大変になって

いるので、国民健康保険で医療費が減免できる制

度というのがどの程度実際的に活かされているの

か知りたいと思っております。

それから、資格証明書ですけれども、短期証明

書の交付をせざるを得ない状況というのは理解で

きます。資格証明書は７世帯で、悪質滞納者のみ

にしているとお伺いしておりました。確かにそう

なのだろうと思うのですが、具体的には意識不足

だったり、浪費だったりという状況なのでしょう

か。この７世帯の内容についてもう少し知らせて

いただきたいと思います。

それから、悪質な納税者は所帯主なのです。で

すが、世帯なわけですから病院にかからなければ

生死に関わるような重病人をかかえているとか、

高齢者であるとか、あるいは乳児も含めた子ども

だとかいう世帯に対しては資格証明書を世帯主、

滞納義務者が払わないからとは言え、一律的に資

格証明書を出していないのではないかと考えてい

るのですが、その辺も含めてお願いします。

○委員長（平野隆雄） 花田財務課長。

○財務課長（花田春夫） 幅広い内容ですが、答

えられるものから答弁いたします。

今の国保の資格証明書、あるいは短期被保険者

証の関係ですけれども、ここに掲示していますよ

うに、短期が３２、資格が７ということで特に資

格証明の部分で言及されておりましたけれども、

ご心配されているようなケースはございません。

ということは、世帯単位でどういう世帯構成で、

病気にかかっているのかかかっていないのか、そ

の辺も納税相談のときには受けますので、そうい

った方々を資格証明云々という話にはなりません。

ですから、悪質滞納者ということで捉えていただ

ければと思います。

それと、出稼ぎから仕事がなくなって国保に入

ってきて前年の所得が課税対象ということでのお

話での軽減措置というお話ですが、個々にそれぞ

れ所得の度合いもあるでしょうけれども、それは

軽減措置とすれば前の所得で照らし合わせて人数

を合わせて減免方法は７割、５割、２割とご存知

かと思いますが、その軽減措置はありますが減免

措置はございません。

それで、その際にはこちらで呼びかけているの

は、さきほども申し上げましたように、分納して

くださいとか、例えば、今年働きがなくて病気が

ちでということはケースバイケースにもよるでし

ょうけれども、相談には応じています。制約なん

かでさきほど申し上げましたように、２年、３年

のスパンでやっているというのもそういう類の部

分になろうかと思います。２年も３年も続く場合

は、さきほど町長がお話したように生活困窮であ

れば別な道もあるわけですから、そういった相談

もケースワーカー的存在ではありませんけれども、

個々に相談に応じているということだけ申し上げ

たいと思います。

それと、納税相談の類になろうかと思うのです

が、弁護士等で法律相談の設定をしてやることは

福島として取り上げるのかというお話ですけれど

も、今のところ現課としては考えておりません。

ただ、グレーゾーンの利息の話はよく聞きます。

実は相談を受けているのだというお話もあります

けれども、そういった場合は情報もある程度限定



－ 15 －

されますので、税のほうを通してなかなか我々ま

でくるという話はありません。

ただ、話は聞いています。納税相談のときも、

借財のなかにローンだとか、いわゆるサラ金とい

ったケースは受けますけれども、実質的にどうし

てくださいというようなこと、何社から借りてど

のくらいの借財があるということは言えませんけ

れども、ただ、そういう借財はあるということだ

けは相談のなかで聞いております。今後の取り組

みとして必要な部分もでてくるかと思いますが、

なかなか難しい事例は多いかと思いますので、検

討させていただければと思います。

それから、意識不足の解消の手立てとして何か

いい方法がないか、これは委員さんがおっしゃる

以前に、私どもも本人がどこに住んでも国民であ

る以上、税金はついていくわけですから、長いス

パンで、生きているあいだは税金がかかります。

差し押さえ云々という話もありましたけれども、

それは手法として加えていく必要があるのでしょ

うけれども、基本的には意識の改革だと思うので

す。

ですから、納税相談のなかではずいぶんとケー

スワーカー的な相談を逐次させていただいていま

すけれども、なかなか実行的には難しいと思いま

す。ひどいケースは本当に欠落して、人間として

どうなのかというところまで言及するような方も

おりますので、なかなか難しさはありますが、こ

れは永久的なテーマですから、相談のなかで根気

強くやっていきたいと思っています。今のところ

それしかお答えはできないと思いますのでよろし

くお願いします。

○委員長（平野隆雄） 村田町長。

○町長（村田駿） 事業所とかは別にして、個人

が滞納している、例えば、親が納税の意欲のない

人でしたらその子どもはほとんどつながっていき

ます。

それから、例えば友達で滞納する人がいると特

にそのグループといいますか、友達関係の人も滞

納傾向にございます。私どもにすると、さきほど

ありました捜索だとか、差し押さえだとかそうい

ういろいろな行動のなかでも、１つのこれからの

新たな取り組みとして必要になってくることだと

思います。これが水道料から住宅料、ときには給

食費、保育料、そういうものまで全部個々の名簿

をあげてやっていくと、そういうつながりが非常

に多い方で７割以上を占めるようになってきてご

ざいます。その対応について、ある自治体では前

に議論したときにおいて名前を公表したらどうか

ということまで議論された自治体もございます。

これは非常に問題の多いところでございますけれ

ども、敬老会のときに毎年番付をつけると同じよ

うに、名前は載せないで、ときには番付も必要な

のかなという思いも私自信はもっております。

いずれにしても、町の方々に感情的になって納

税の意欲が全くなくなるとマイナスなものですか

ら、どういう手法のなかで納税に目を向けてもら

うかということが非常に難しさがあるということ

も事実でございますが、今のままでは決していい

とは思っていません。町民の方々に名前を知らせ

るのはなく、何らかの措置を知らせる方法も、滞

納額の縮減に向けたなかでの必要な１つの手段だ

と思います。今、税の教育のなかで子ども達にい

ろいろな作文だとか、函館税務署から来ていただ

いて、学校の先生方に集まっていただいて納税、

税に対する教育勉強会もやっているわけですけれ

ども、現実的にはつながりのなかでの滞納をして

いる人が多く、これが俗に言う意識不足、あるい

はまた、家計浪費だとかそういうことと付け合せ

していくと出てきます。そうすると、今までと一

歩違った対策を講じなければならないという思い

はしてございます。

また、役場で年金の問題が出てから社会保険庁

から来ていただいて、年金相談をずっとやってい

ますけれども、多いときは何十人も来ます。年金

を今もらっていない人でも自分の年金のことにつ

いて来ます。委員が言われたとおり、滞納という

ことを大きな名目のなかでの法律相談となるとな

かなか来る人も来づらいでしょうけれども、税だ

とかそういう諸々の家庭の経営なりどういう表現

がいいのか別にしても、ときには個々に消費者金
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融だとかを抱えている人方が、なかには言えない

人もいると思います。税のほうが気になっている

人もいると思いますので、なにかしらそういうよ

うな第３者が腹を割って相談できるようなことも

必要だという思いはしております。まずもって、

今日は委員の皆様方には滞納事由について分析し

たものを資料として出させていただいております

ので、特に家計浪費、意識不足、借財返済が非常

に多いわけでございまして、これらについて多少

でも率が下がっていけるような対応はしていかな

ければいけないと思います。

ただ、生活困窮についても、困るのであれば役

場に相談してくれるのがいちばんいいのですが、

そういうことも合わせて、町民の方々に役場はい

じめるところではなくて、相談にのるところなの

だという意識もこれからはもってもらうようなこ

とに努めていかなければならないと思いますので、

今まで以上にそういうことで臨んでいきたいと思

いますのでよろしくお願い申し上げます。

○委員長（平野隆雄） 滝川委員。

○委員（滝川明子） 法律相談については定期的

に行政相談のようにすぐにでもやるということに

しても、なかなか相談に来るということに勇気が

いるかもしれません。さきほど町長がおっしゃっ

たように法律家も呼んで、借金のことについてだ

とかそういった問題について講演といったような

ことをやっていただければ聞いたなかでそういう

道があるのだとか思えると思うのです。

借金をなくするというのも、自己破産だけでは

なくて、債務整理の仕方だとかいろいろあるわけ

でして、そういう専門家のお話を私たちも含めて

町民の方が聞く機会をもっていただければと思っ

ております。どちらにしても、前も検討してくだ

さるということでしたので、今の時期急いで取り

組んでいただけないものかなと思います。

子ども達の作文とか標語とか、そういったこと

にも以前よりは今は健康標語だとかに力が入って

いるということもあるのですが、幼いうちから納

税教育というのは大事だと思います。その取り組

み強化も今までやっていたことも含めて強めてい

ったらいかがでしょうか。

それから、本年度は５月から徴収体制というこ

とでがんばっていらっしゃるようですけども、そ

の成果というのは数字上でなかなか出てこない大

変なお仕事だということを理解しながら、これは

例ですけれども、何年か前に三戸町に視察に行き

ましたときに、三戸の町長がどんな有名人であっ

ても、有名人だからこそ町長自身が督促が必要な

場合は納税相談に伺うのだというお話などしてお

りました。町長もいらっしゃっているのかもしれ

ませんが、大変ご苦労できついお仕事だと思いま

すけれども、さらなる奮闘を期待したいと思いま

す。

○委員長（平野隆雄） 財務課長。

○財務課長（花田春夫） 租税教室の関係は広報

等でも出させていただいていますので目に止まっ

ているかと思うのですが、作文だとか図画だとか、

そういったものも小中高生合わせて実施して、う

ちは１回ですが、道税、国税含めて年に何回かあ

ります。

それと、租税教室ということで、小学生を対象

に、福島町の場合、吉岡、福島ありますけれども、

私どもが講師になって教室を開いております。そ

の効果はなかなか出てこないというか、先のこと

ですから、税金を納めるときになるとまだ時間は

ありますので、そういう効果は出てくるのかなと

思っております。

それと、推進本部というのを設けておりまして、

さきほど町長が触れておりましたけれども、学校

の先生方、関係機関を集めてどういった方法でや

ったらいいかということでも議論をさせていただ

いて、それが租税教育なり今の作文コンクールだ

とかそういったものに波及しております。

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午前１１時５４分）

（再開 午後 １時００分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開します。
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ほかに質疑はありませんか。

杉村議員。

○委員外議員（杉村志朗） 滞納税の収納対策に

ついてでございますけれども、これ以外にいろい

ろな部分で滞納税あると思いますけれども、もし

差しつかえなかったら現在の滞納税を部門ごとに

教えていただきたいと思います。

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時０１分）

（再開 午後 １時０３分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

財務課長。

○財務課長（花田春夫） 去年の資料で申し訳な

いのですが、去年の決算が終わって１０月の段階

で町税等の収納対策本部会議を開いたときの資料

になります。住宅料、保育料、介護料、水道料、

奨学資金の類いで去年の段階での資料ですけれど

も、住宅料が２５件で７５５万１,０００円。保育

料が２６件で５７万１,０００円。介護保険料が４

件で８５万３,０００円。水道料については、今は

ないのですが、その時点では２２件ございまして

４万１,０００円。奨学資金が１１件で２０５万９,

０００円になります。１,０００円単位は端数を切

りましたけれども、１０月１１日の資料ですので、

それ以降は入っていると思いますので、その辺は

決算のなかで出てくると思いますので、そのとき

にまた詳しく説明申し上げますけれども、状況と

してはそういうことです。

○委員長（平野隆雄） 杉村議員。

○委員外議員（杉村志朗） 的をはずした質問で

大変申し訳ありません。どうもありがとうござい

ました。

○委員長（平野隆雄） ほかにありませんか。

（「なし」という声あり）

○委員長（平野隆雄） 質疑なしと認め、質疑を

終わります。

説明員の方は退席をお願いします。どうもご苦

労様でした。

暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時０４分）

（再開 午後 １時０５分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

冒頭の調査方法で説明したように、次に、問題

点やその対応策などを委員間で意見交換（討議）

を行います。

滝川委員。

○委員（滝川明子） 佐藤卓也委員が捜索、差し

押さえを積極的に、具体的には何度も何度もお尋

ねして、納税相談をするという苦労をするよりも、

一発で捜索、差し押さえをしたほうがいいのでは

ないかというお話をしました。滞納整理機構を立

ち上げるときも私は反対したのですけれども、税

を納めていただくということで役場職員さん、税

務課の方たちが納税相談をきめ細かくすることで

収納税も上がるでしょうし、町民の苦しみも解決

するような方向で相談にのってあげられるのでは

ないかということをずっと言い続けて努力をして

きていると判断するのです。

滞納整理機構は、実際に起動しておりますし、

一定の成果をあげていると思います。悪質な滞納

者に対して整理機構の捜索、差し押さえがされて

ということだと思うのです。ですから、一発で捜

索、差し押さえというのは、あまりにも乱暴で、

そういったことでは町の人たちに受け入れられな

いのではないかと思います。

○委員長（平野隆雄） 佐藤委員。

○委員（佐藤卓也） 一発というのは、おそらく

滞納しているから即捜索、差し押さえということ

はまずないと思うのです。今までずっと滞納され

てきているので、それの延長上に捜索、差し押さ

えがあるのは当たり前だと思います。私が言った

一発というのは、これからも一生懸命職員の方が

夜間も、それも全職員が臨戸徴収するというとこ

ろまでやるとすれば、捜索、差し押さえのほうが
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メリットはあると思うのです。負担も少なくなり

ますし、払う滞納者の方もお金はないけれども物

はあると思います。ＣＤラジカセ、ＣＤ、記念硬

貨でも切手でも構いません。そういったものでも

物納みたいな形でしたほうが両者にとってメリッ

トがあるのではないかと思います。その意味で捜

索、差し押さえというのがいいのではないかと提

案したのです。

それで、捜索というのは礼状みたいなもので、

その家にあがりこむのです。今まで抵抗があって、

どの役場職員もなかなかそれができません。ただ、

そのように言っている場合ではないので、どの町

も滞納で火の車状態なので、そういったことであ

れば、福島町の役場は捜索、差し押さえをします

よというアピールを町民に対してすべきだと思い

ます。福島町は滞納に対しては厳しいのだという

姿勢が大事だと思うのです。そういった強い姿勢

をみせることで滞納している人が自主的に支払う

といったケースは多々聞いていますので、そうい

う意味で捜索、差し押さえという１つの方法を提

案したといった次第でございます。

○委員長（平野隆雄） 滝川委員。

○委員（滝川明子） わかりますけれども、捜索、

差し押さえというのは、権力機関、つまり警察と

一緒に行くとか、そういうことでなければ家の中

にも入れてもらえないという悪質な滞納者には滞

納できないと思うのです。物で払えるものならそ

のほうが喜ぶのではないかというのは果たしてど

うでしょうか。警察と一緒に捜索で家の中に入り

込まれ、実際には見たことはありませんけれども、

テレビなんかで見れば紙を貼ったりしていますよ

ね。そういったことで滞納者が喜んで対応すると

は全く考えられません。

○委員長（平野隆雄） 杉村委員。

○委員外議員（杉村志朗） 私も、佐藤委員のお

話を聞いて、今みたいにもう少し噛み砕いた話で

言っていれば町長の答弁でも誤解を受けなかった

と思いますし、まして、佐藤委員さんが言ってい

る意見というのは、確かに最近の自治体で見られ

る大きい都市の話であって、オークションをして

それを売買させたりなどしますけれども、うちみ

たいな小さな町村ではなかなかその行為をとると

いうこと自体が非常に面倒くさく、問題があるの

ではないかと思います。ですから私は、町長の言

った答弁が妥当な考えだと思って聞いておりまし

た。

○委員長（平野隆雄） 佐藤委員。

○委員（佐藤卓也） 都会ではなくて、発生は北

海道の田舎のほうです。それも、財政に火の車の

状態の歌志内とか、夕張のような福島と同じよう

なところから捜索、差し押さえというのはスター

トしています。ですから、福島町も同じ環境です

のでやってもおかしくはないはずなのです。

ただ、職員との意識があるかないかの違いだけ

で、強く徴収しようという気持ちがあれば可能だ

と思っています。物納は、悪くはないと思うので

す。今までは物をもってきても売る手段がありま

せんでした。さきほど説明員からありましたけれ

ども、スタンプ組合のスタンプを持って来られて

も困ると言っていましたが、あれを換金してしま

えばいいわけであって、それを換金する手段がな

かった。でも今の時代はオークションという手段

があって、官公庁オークションというのがありま

すので、それさえ使えば物さえもって来てくれれ

ば１万円でも２万円でも換金できるということで

すので、手段としては考えるべきだと思います。

○委員長（平野隆雄） 杉村委員。

○委員外議員（杉村志朗） 確かに４万人もいる

北海道の１番小さい市だと思うし、その３,０００

人、５,０００人くらいの規模では抵抗があると思

うのです。ただ、税の徴収の方法ですからそうい

う方法もあっていいとは思います。

○委員長（平野隆雄） ほかにありませんか。

加藤委員。

○委員（加藤雅行） ここはそういう議論をする

場ではないと思います。委員会意見としてどのよ

うにするかをまとめあげる場です。これは、佐藤

卓也委員の１つの意見であって、その意見を取り

上げて委員会意見のなかに入れるというものです

よね。その中身をくだいてどうするこうするとい



－ 19 －

うのはみんな個人でもっているものなので、ここ

であまり時間を取らないで委員会意見として、町

でやっているやり方は、今までは特別班がやって

いて、今後は職員全員が一緒になって税の徴収に

あたるとか、そういう形のなかでまた次の段階に

向けてのステップをしていくのですから、私は今

町がやっているものを見守っていきたいと思って

いるので何も質問しないのです。決して、今ここ

で新しいものを入れたからといってどうこうする

問題ではないと私は思っています。

ですから、例えば督促にしても、やり方によっ

てはいろいろなやり方があると思いますけれども、

現時点においては町で行っている滞納に対する徴

収の仕方を見ていって、滞納整理機構もそれなり

に効果を表しているときもありますので、そうい

うところは見ていきたいと思っております。です

から、佐藤委員の意見がいいとか悪いとかは、次

の時点でまたこの考え方、それから、徴収の仕方

に関しては違うやり方もあると思っていますし、

私にも考え方はあります。それはまた、次の機会

に私の意見として言いたいと思います。

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時１６分）

（再開 午後 １時２０分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

滝川委員。

○委員（滝川明子） 私が、佐藤卓也委員に捜索、

差し押さえをすぐにでもするようにと言ったと不

十分な受け止め方をして聞いたわけです。説明の

なかで、決してそうではなくて、いろいろ手立て

をしたけれどもなおかつ悪質だという滞納者に対

しては、１億６,０００万円も滞納しているこの現

状を解決するために職員の意識を強くもって、捜

索、差し押さえという方法も検討してほしいとい

う意見を理解しましたので賛成です。

○委員長（平野隆雄） ほかにありますか。

溝部委員。

○委員（溝部幸基） まず、今の部分ですが、私

もさきほど佐藤委員が発言した際には、今佐藤委

員が詳しく話した経過だろうと思いました。特に、

今回税務課でも滞納事由別分類表というのを出し

てくれまして、そのうちで今問題になっておりま

す②家計浪費、③意識不足をあわせますと２４パ

ーセント、約４分の１くらいになるわけです。

また、もう１ついろいろな事業不振含めたもの

があるとしても、この方たちだけが厳しいのかな

ということを考えますとそうではなくて、厳しい

ながらも納税の義務ということも含めてなにより

も優先して払わなければならないということでが

んばって納税している真面目な納税者も多いのだ

と思うのです。そういった状況のなかで確かに町

も従来からいろんな工夫をしながら何とかがんば

ってきているというのは、それはそれで評価して

結構なのですが、ここに至った段階で次の展開で

どうしたらいいかという部分のなかで、私は捜索

というのもありえていいと思います。

ですから、もちろん滞納整理機構の部分のなか

ではすでにそういう方向の件数もあるということ

ですから、そういう対応も視野に入れながらやっ

てもいいと思います。最初からそこにすぐいくな

んていう話ではなくて、いろいろやった結果にお

いて次の段階としてはこういうことも念頭に入れ

ながら注意深くしながらやっていくということな

のだと思います。

それと、そのほかの部分ですが、今回１９年度

の決算が出て、国保税を除いた部分の税金が４億

６８６万２,０００円という計算なのです。これは、

自立プランの数値とみても予測以上に減額の状況

になってきているのです。これは、たぶん２０年

度も背景的なものとしてはいい方向にはなってい

ないのです。逆に、油の問題含めて悪い方向にな

るのだということになれば、またさらに減ってい

くという状況があるわけですから、自立プランそ

のものについて、自主財源の部分の見直しを町で

もきちんと厳しく対応してほしいと思います。

それと、整理機構の関係ですが、予想どおり年々

回収状況が悪くなっています。１９年で１３.４６
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パーセントということで、負担を下回る形になっ

ているのです。課長の説明では、２０年度の部分

は大口の対応ができたので、何とかそこはクリア

するということですが、それと、町長の説明でも、

人件費２年間という部分をトータルするとそれな

りに経費の節減になっているのだということです

が、整理機構の部分の話が初めてでた段階で、や

はり各町村では対応できない徴収技術の部分、今

言った捜索も入ると思います。そこに職員を町か

ら派遣して、そこで得た経験を各町村がそれを踏

まえて徴収に臨むのだということも話したのです。

せっかく、２年間経験をしてきて、その前線に立

ってやってきたのだと思いますので、その技術等

を有効に活用しない手立てはないのだと思います

ので、そういった部分も活用しながら、私は町の

徴収体制の整備に努めてほしいということをお願

いしたいと思います。

それから、滝川委員からも出ていたのですが、

納税相談の段階の部分で、特に借財返済の事由の

部分が１４．５パーセントもあるわけです。特に、

サラ金の被害者といいますか、そこで借金をして

いる人方の事例をいろいろ聞いたりすることが多

いのですが、なかなかその実態を示さないという

のが１つのネックになっているのです。ですから、

納税相談のなかで税務課のほうが対応して事由を

区分したのだと思うのですけれども、私は実態と

すればもっとひどい状況、今の借財の返済に苦し

んでいる状況がバックボーンとして絶対あるのだ

と思うのです。それは、上のほうの事業不振、漁

業不振という部分にもつながって、手立てがなく

てそこから借入れする実態が多くあるわけですか

ら、そういった部分では、徴収率をあげる部分に

つながるためにも手立てをするということを私は

町全体としても考えていかなければならないと思

います。

私も、知り合いの方の対応で、弁護士の対応含

めて法テラスの方と話をしたこともあるのですが、

結構そういう事例で払わなくてもいい利息を過払

いして、結果的にはそれが戻ってきて、そして返

済が長期間にわたって対応できるみたいなのです。

そして、そのことによって生活の態度も変わっ

てきちんとできるようになったという事例も多い

と聞きますので、そういったものも加味して税務

課だけではなくて、さきほどの杉村議員の話にも

あるように、いろんな部分にここが影響している

わけですから、全体をカバーする形のなかでそう

いうことに対応するような町の取り組みもすべき

であると思います。

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時３１分）

（再開 午後 １時３５分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております、調査事件１に

関する本委員会意見の取りまとめ及びその調整に

ついては、委員長に一任願いたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、調査

事件１に関する意見の取りまとめ及びその調整は

委員長に一任されました。

以上で、調査事件１を終了いたします。

次に、２．意見書の提出についてでございます。

２００９年度国家予算編成における義務教育無

償、義務教育費国庫負担金制度の堅持と負担率２

分の１復元（国庫負担の増額）等教育予算の拡充

を求める意見書の提出についてを議題といたしま

す。

内容の説明を求めます。

坂口総括主査。

○議会事務局総括主査（坂口稔） 本意見書につ

きましては、去る８月１９日、北海道福島地区連

合の堀会長属する団体の吉岡小学校高木先生が持

ってきたものでございます。

この件に関しまして、２００７年度第３回定例

会９月２５日に可決している内容と全く同じ内容

でございます。引き続き、２００８年と２００９
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年にわたって予算の拡充を求める意見書という内

容でございますので朗読については省略させてい

ただきまして、以上のことで提案理由とさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくご審議のほ

うお願いしたいと思います。

○委員長（平野隆雄） 内容の説明が終わりまし

たので、意見交換を行います。

お諮りいたします。

本意見書を提出することに賛成の方は起立を願

います。

（賛成者起立）

○委員長（平野隆雄） 起立多数です。したがっ

て本意見書の提出は可決されました。

暫時休憩いたします。

――――――――――――――――

（休憩 午後 １時３９分）

（再開 午後 ２時３８分）

――――――――――――――――

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。

それでは、９月会議後の閉会中の所管事務調査

事件は、１．所管関係施設・事業等の町内視察に

ついて。２．第４次福島町総合開発計画前期実施

計画（平成２０年度ローリング）の状況について。

３．その他所管に関する事項についてとし、平成

２０年第１回定例会９月議会に閉会中の所管事務

調査事件として申し出をいたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

（「異議なし」という声あり）

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、ただ

いまお諮りした内容で９月会議の閉会中の所管調

査事務調査事件として申し出をすることに決定い

たしました。

次に、その他について何かございませんか。

（「なし」という声あり）

○委員長（平野隆雄） 以上で、本日の案件の調

査は終了いたしましたので、総務教育常任委員会

を閉会いたします。

どうもご苦労様でした。

――――――――――――――――――――

（閉会 午後 ２時４０分）
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福島町議会委員会条例第２７条の規定により署名する。

総務教育常任委員会委員長


